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④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 11,381 6,142

減価償却費 2,358 2,560

減損損失 － 3,270

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,322 △89

受取利息及び受取配当金 △1,990 △995

支払利息 4,336 3,215

固定資産売却損 211 －

投資有価証券評価損 2,506 －

関係会社減資為替差損 908 －

売上債権の増減額（△は増加） 28,537 13,941

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,163 23,010

仕入債務の増減額（△は減少） △36,465 4,393

預り金の増減額（△は減少） △8,360 －

その他 △1,270 △5,200

小計 5,639 50,248

利息及び配当金の受取額 1,958 994

利息の支払額 △4,175 △3,346

法人税等の支払額 △9,164 △1,647

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,742 46,250

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △353 △303

定期預金の払戻による収入 212 303

有形固定資産の取得による支出 △6,512 △7,734

有形固定資産の売却による収入 509 3,596

投資有価証券の取得による支出 △15,555 △6,719

投資有価証券の売却及び償還による収入 2,131 186

短期貸付金の純増減額（△は増加） 117 △1,296

長期貸付けによる支出 △31 △13

長期貸付金の回収による収入 79 60

その他 △132 △1,070

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,535 △12,991

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 39,933 △40,990

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） △17,000 1,000

長期借入れによる収入 60,675 16,062

長期借入金の返済による支出 △23,800 △16,420

社債の償還による支出 △10,000 －

配当金の支払額 △2,540 △2,511

少数株主への配当金の支払額 △4 △4

その他 △670 △804

財務活動によるキャッシュ・フロー 46,591 △43,669

現金及び現金同等物に係る換算差額 △446 △263

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 20,867 △10,674

現金及び現金同等物の期首残高 14,178 35,046

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 142

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  35,046 ※1  24,514
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平成21年６月26日

阪和興業株式会社 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

＜財務諸表監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている阪和興業株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の連結財

務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロ

ー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて

いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人

は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、阪和興業株式会社及び連結子会社の平成21年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているも

のと認める。 

  

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  乾     一  良  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士   松    本          浩  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士   浅    野          豊  ㊞ 
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＜内部統制監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、阪和興業株式会

社の平成21年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運

用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制

報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を

完全には防止又は発見することができない可能性がある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠

して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として

行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含

め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、阪和興業株式会社が平成21年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示

した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価

の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示してい

るものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 

(注)１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

 会社)が別途保管しております。 

 ２ 連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。 
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平成22年６月29日

阪和興業株式会社 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

＜財務諸表監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている阪和興業株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の連結財

務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロ

ー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて

いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人

は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、阪和興業株式会社及び連結子会社の平成22年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているも

のと認める。 

  

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  乾     一  良  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士   松    本          浩  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士   浅    野          豊  ㊞ 
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＜内部統制監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、阪和興業株式会

社の平成22年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運

用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制

報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を

完全には防止又は発見することができない可能性がある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠

して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として

行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含

め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、阪和興業株式会社が平成22年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示

した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価

の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示してい

るものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 

(注)１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

 会社)が別途保管しております。 

 ２ 連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。 
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平成21年６月26日

阪和興業株式会社 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている阪和興業株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第62期事業年度の財務

諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。

この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明

することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、阪和興業株式会社の平成21年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 

独立監査人の監査報告書
 

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  乾     一  良  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士   松    本          浩  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士   浅    野          豊  ㊞ 

(注)１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

 会社)が別途保管しております。 

 ２ 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。 
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平成22年６月29日

阪和興業株式会社 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている阪和興業株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第63期事業年度の財務

諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。

この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明

することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、阪和興業株式会社の平成22年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 

独立監査人の監査報告書
 

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  乾     一  良  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士   松    本          浩  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士   浅    野          豊  ㊞ 

(注)１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

 会社)が別途保管しております。 

 ２ 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。 
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【表紙】 

【提出書類】 内部統制報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の４第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成22年６月30日 

【会社名】 阪和興業株式会社 

【英訳名】 HANWA CO., LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  北  修 爾 

【最高財務責任者の役職氏名】        ─ 

【本店の所在の場所】 大阪市中央区伏見町四丁目３番９号 

(上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は、東京

本社において行っております。) 

【縦覧に供する場所】 阪和興業株式会社東京本社 

  (東京都中央区銀座六丁目18番２号) 

 阪和興業株式会社名古屋支社 

  (名古屋市東区東桜１丁目13番３号) 

 株式会社東京証券取引所 

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

 株式会社大阪証券取引所 

  (大阪市中央区北浜１丁目８番16号) 



代表取締役社長 北 修 爾 は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有してお 

り、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 

る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について（意見書）」に示されている内部統制の 

基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 

 なお、内部統制は、判断の誤り、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合や当 

初想定していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には必ずしも対応しない場合等のよ 

うな固有の限界を有するため、その目的の達成にとって絶対的なものではありません。このため、財 

務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能 

性があります。 

  

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成22年３月31日を基準日として行わ 

れており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に 

準拠しています。 

 本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統 

制）の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当 

該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重 

要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価するこ 

とによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。 

 財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼ 

す影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、 

金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び全ての連結子会社14社を対象として 

行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決 

定しました。 

 業務プロセスに係る内部統制の評価範囲として、重要な事業拠点を選定する際は、連結ベースの売 

上高（連結会社間取引消去後）を指標とし、当社及び連結子会社の経営組織上の区分に基づき、取扱 

商品を考慮した部門を事業拠点とし、その概ね２／３程度の割合に達している事業拠点を重要な事業 

拠点としています。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目と 

して「売上高」「売掛金」「仕入高」「買掛金」「たな卸資産」に至る業務プロセスを評価の対象と 

しています。また、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲につ 

いて、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセス 

やリスクが大きい取引を行っている業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の 

大きい業務プロセスとして個別に評価対象としています。 

  

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると 

判断しました。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

１ 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

２ 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

３ 【評価結果に関する事項】

４ 【付記事項】

５ 【特記事項】



 
  

【表紙】 

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の２第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成22年６月30日 

【会社名】 阪和興業株式会社 

【英訳名】 HANWA CO., LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  北  修 爾 

【最高財務責任者の役職氏名】        ─ 

【本店の所在の場所】 大阪市中央区伏見町四丁目３番９号 

(上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は、東京

本社において行っております。) 

【縦覧に供する場所】 阪和興業株式会社東京本社 

  (東京都中央区銀座六丁目18番２号) 

 阪和興業株式会社名古屋支社 

  (名古屋市東区東桜１丁目13番３号) 

 株式会社東京証券取引所 

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

 株式会社大阪証券取引所 

  (大阪市中央区北浜１丁目８番16号) 



当社代表取締役社長 北 修爾は、当社の第63期(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)の有

価証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。 

  

特記すべき事項はありません。 

  

１ 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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